
回線譲受承諾書 

 

私「契約者（譲受人）」は、下記の者「利用者（譲渡人）」がイオンモバイル通信サービスを契約するにあたって、本状に記載の内容のすべて

に同意し、下記の者「利用者（譲渡人）」から回線を譲受することを承諾します。 

 

作成日 
２０  年  月  日 

※記載の日付から 3か月以内のものに限り有効 

 

◼ 承諾内容 

携帯電話番号 ０  ０ ―      ― 

加入オプション 

□イオンでんわフルかけ放題（1,650 円/月） 

□イオンでんわ 10 分かけ放題（935 円/月） 

□イオンでんわ 5分かけ放題（550 円/月） 

□イオンスマホ安心パック Plus（660 円/月～） 

□イオンスマホ安心保証（385 円/月～） 

□イオンスマホ電話サポート（330 円/月） 

□イオンモバイルセキュリティ Plus（220 円/月） 

□その他オプション（                                ） 

備 考 
 

 

契約者 

（譲受人） 

氏名 
  

印 生年月日 
西暦・大正・昭和・平成 

   年   月   日 

住所 

〒 契約電話番号 

または 

ICCID 

  

連絡先電話番号 
  

 

利用者 

（譲渡人） 

氏名 
  

生年月日 
西暦・大正・昭和・平成 

   年   月   日 

住所 

〒 

連絡先電話番号 

  

※1: 本状は、契約者（譲受人）の自署、かつ本状に記載の日付から 3か月以内のものに限り有効です。利用者（譲渡人）や第三者が代筆したものは無効です。 

※2: 本状を利用したお申込みの契約および名義変更（回線譲渡）に関して、契約者間に何らかのトラブルが発生した場合でも、当社はその責任を一切負いませ

ん。譲受人および譲渡人の責任において解決するものとします。 

※3: 当社は本状に記載の内容について、譲受人にその意志をご確認させていただきます。その場合、当社が譲受人と連絡をとることができなかった場合には、 

その意志にかかわらず本状は無効となります。 

※4: 本状ならびに関連書類に不備等がない場合でも、法令その他により当社が不適切と判断した場合には、契約または名義変更（回線譲渡）またはその両方を

お断りすることがございます。その場合、当社がその理由を通知するとは限りません。 

※5: 本状に記載がない項目については、イオンモバイル通信サービス契約約款および重要事項説明書、提供条件等に記載の内容に基づきます。 

※6: インターネットでは、本状を利用したお申込みの契約はいただけません。 

 

利用者（譲渡人）のみで申し込む場合、本回線譲受承諾書（本状）以外に、必ず以下のものをご用意願います。 

□ 契約者（譲受人）の本人確認書類のコピー 

□ 契約者（譲受人）の家族であることを確認できる書類：戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）、戸籍抄本（戸籍個人事項証明書）など 

※発行から 3か月以内のものに限ります。 

  ※譲受人と譲渡人が同一の住所にお住まいの場合は不要 

□ 利用者（譲渡人）の本人確認書類 

 

弊
社
使
用
欄 

【受付店舗】 【確認者欄】 

 



➀作成日を記入（作成日より3か月有効）

②MNP転入される携帯電話番号の情報と、
加入するオプションにレ点チェックを記入

④利用者（譲渡人）の情報を記入
氏名、生年月日、住所、連絡先番号を記入

レ点チェックを記入
確認用として必要に応じてご利用ください

契約者（譲受人）が記入 ※訂正する場合は訂正箇所に2重線を引き、訂正印もしくはフルネームでご署名ください

③シェア回線契約者（譲受人）の情報を記入
氏名、生年月日、住所、シェア回線の契約電話番号またはICCID、
連絡先番号を記入と捺印

記入例


